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緊急事態宣言の再延長に伴う新型コロナウイルス感染症拡大に伴う本校での対応 

 

 新型コロナウイルスの感染が拡大しており、緊急事態宣言が延長されました。 

足立区においても新型コロナウイルス対策本部会議が開かれ、先日ガイドラインが出され

たところです。宣言期間中の変更点や感染防止への取組について、再度お知らせいたします。 

 

１ 学校生活や行事等 

◆６月１２日（土）の土曜授業は、実施しません。子どもたちの登校はありません。 

ただし、学校説明会（１０時５０分始）は実施いたします。 

◆全校朝会や集会等については、校庭で十分間隔をとって行うか、雨天時はＺｏｏｍに

よるリモート形式で実施します。 

◆「わかばっこ」は、緊急事態宣言中は実行委員会と協議し、中止となりました。 

◆「放課後学習教室」は、緊急事態宣言中は中止とします。 

◆学校施設開放団体による施設使用は、区からの通達により宣言期間中は中止です。 

◆６月の学校公開週間は中止となります。 

※今後、変更点がありましたら、お便り等でお知らせします。急な連絡の場合は学校メ

ールや学校ホームページにてお知らせすることもあります。 

 

２ 感染防止の取組 

◇手洗い    

外から教室に入る時や専科の教室を利用する時、トイレ後や昼食の前後等、こまめに

手を洗うよう保健指導しております。（手を拭くタオルやハンカチ等は、毎日清潔な物を

持たせてください。） 

 

◇手指のアルコール消毒 

   基本的には、流水と石けんで手洗いを行います。ただし、流水で手洗いができない場

合や給食前には、各学級に置いてあるアルコール消毒薬を使用することができます。 

 

◇児童の健康管理 

   毎朝の検温や風邪症状を確認の上、健康観察カードに記入して、学校へ持たせてくだ

さい。もしも発熱等風邪症状が見られる場合は、無理させずに休ませてください。 

   本校では、登校時にも検温を行ってから入室しています。 

 

裏面もあります 



◇学校で発熱を確認した場合 

３７．５度以上もしくは平熱より１度以上高い場合の発熱がある場合は、他の児童と

の接触を可能な限り避けながら別室で待機させ、保護者にお迎えの要請をさせていただ

きます。また、学習中に発熱を確認した場合も、同様の対応をしていきます。 

 

◇マスクの着用 

   登校の際には、必ず着用して登校させてください。特に、近距離での会話や発声等が

必要な場面では、飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用するように指導しています。 

  （激しい運動や熱中症の危険がある場合は、適切な距離を保ちながらマスクを外すこと 

も指導しています。）また、給食中は前向きに座り、会話をしないで食べるように指導し 

ています。 

 

◇教室等の換気 

   換気は、気候上可能な限り常時、可能であれば２方向の窓や扉を同時に開けるように

します。換気の程度は天気や教室の位置によって異なります。休み時間には、教室の換

気を行っています。換気扇の使用と教室の窓開けを徹底しています。体育館のような広

く天井の高い場所でも換気を行います。エアコン使用時においても換気を行います。 

 

◇共用部の消毒 

   本校の教員は児童の下校後、消毒液を利用して教室のドアや窓などの特に多く手を触

れる箇所を消毒しています。また、消毒の難しい図書も消毒しています。とはいえ、学

校では様々な物を共有しており、共用を避けることが難しい物もあります。そのため手

洗いをするよう指導を徹底しています。 

 

３ お子様の感染の疑い（濃厚接触）がある場合やＰＣＲ検査を受ける場合 

   もしも、お子様が濃厚接触者やＰＣＲ検査対象者となった場合は、学校までご連絡 

ください。 

 

４ ご家庭へのお願い 

   平日放課後や休日には、不要不急の外出を控えるように区より通知が来ました。昼

夜、屋内外を問わず、家族以外との会食は自粛してください。ご理解とご協力をよろ

しくお願いします。 

 

 

【連絡先】  平日または学校が開いている時  

保木間小学校 副校長 江﨑一紀  ０３－３８８４－０４１６  

夜間及び土日祝日 

足立区役所（代表電話）      ０３－３８８０－５１１１ 


